
都市計画マスタープラン改定に係る検討体制フロー 1

区民・民間事業者

千代田区都市計画マスタープラン改定検討会

目 的：都市計画マスタープランの改定に関し、区としての
意見調整を行う。

構 成：【座長】副区長、【副座長】まちづくり担当部長、
部長、企画課長等

首脳会議

目 的：行政運営の基本方針や重要施策等を審議決定するとともに、
区行政機関相互の総合調整を行う。

構 成：区長、副区長、教育長、部長等

千代田区都市計画審議会千代田区

意見 報告

本体

目 的：区の定める都市計画に関する事項の調査審議
区長が都市計画上必要と認める事項に関することに
ついて区長の諮問に応じ、調査審議し答申

構 成：学識委員６名、区議会議員６名、区民委員６名、
官公庁２名

千代田区都市計画審議会都市計画マスタープラン
改定検討部会
（文化、芸術、バリアフリー、環境等多分野の学識経験者により構成）

目 的：千代田区都市計画マスタープランの改定案その他
改定に関する事項を調査検討し、結果を都市計画
審議会に報告

構 成：学識委員１０名

アンケート、パブコメ、説明会・公聴会等

意見

千代田区議会

報告

意見

諮問

答申

意見 報告

情報提供

千代田区都市計画マスタープラン改定の検討体制資料４


